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編集・発行：筑紫野市 総務部 人権政策・男女共同参画課 

 

 

 

 

 

 

 

基本
理念

基本
目標

基本施策

（１）生涯学習・社会教育など多様な学習の推進

（２）家庭教育における男女共同参画の推進

（３）社会制度、慣行等の見直し

（４）国際的な男女共同参画に関する理解の促進

（１）教育・保育現場における男女共同参画の推進

（2）教育・保育に携わる者への啓発推進

（１）ＤＶに関する周知・啓発の推進

（２）ＤＶ被害者支援策の充実

４　男女共同参画の視点に立った
　　あらゆる暴力の根絶

（１）暴力防止のための啓発及び被害者支援

（１）リプロダクティブ・ヘルス／ライツの確立

（２）男女共同参画の視点に立った健康づくりへの支援

（１）高齢者の社会参加と生きがい対策の充実

（２）高齢者・障がい者福祉等のサービスの充実

（３）子育て・介護を共に担うための環境づくり

（１）ひとり親家庭等への支援

（２）重複差別を受けないための配慮

８　市の政策・方針決定への女性
　　の参画促進

（１）市の審議会等への女性の参画促進

９　まちづくりにおける
    男女共同参画の促進

（１）男女共同参画の視点に立った地域活動等の促進

（１）ワーク・ライフ・バランスについての啓発推進

（２）女性のニーズに応じた就労支援

（３）農業における男女共同参画の推進

（４）自営商工業における男女共同参画の推進

11　男女共同参画の視点に立った
　　 防災・災害復興施策の推進

（1）防災・災害復興分野への女性の参画拡大

（１）市職員等の意識改革の推進

（２）筑紫野市特定事業主行動計画の推進

（３）あらゆるハラスメント防止対策の推進

（４）推進組織体制の充実

（５）市民と行政の協働による推進

基本方向
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１　市民への男女共同参画に関する
　　啓発促進

２　男女共同参画を推進する教育
　　の充実

Ⅱ
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３　配偶者等に対する暴力防止対策
　　の推進
　（配偶者暴力防止法に基づく
　　市の基本計画）

５　生涯を通じた男女の健康保持

Ⅲ
 
す
べ
て
の
人
が
共
に

 
支
え
あ
う
暮
ら
し

 
や
す
い
ま
ち
づ
く
り

６　共に担う子育て・介護への支援

７　さまざまな立場に配慮した環境
    の整備

Ⅳ
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10　女性活躍の推進
　   （女性活躍推進法に基づく
　　　市の推進計画)

    プラン推進のための施策



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念を達成するために、次の４つの基本目標を設定して施策を展開していきます 

 

 

 

性別による役割等の固定的な思い込みにとらわれることなく多様な活動ができるような人づくりのために、家庭や

学校、社会教育、生涯学習など様々な場での啓発活動や教育に取り組み、あわせて教育に携わる人たちへの啓発も進

めます。また、男女共同参画の推進に向けた取組は国際社会の取組とも密接な関係にあることから、国際的なジェン

ダー平等推進をふまえて市における啓発活動を進めます。 
 

 

基本方向 １ 市民への男女共同参画に関する啓発促進 

基本方向 ２ 男女共同参画を推進する教育の充実 

 

 

 基本目標Ⅰ  男女共同参画を推進する人づくり  

 

単身世帯の増加など家族形態の変化、また、コロナ禍にあって働き方の多様化が進んでいます。このような状況の

下、性別や年齢に関わりなく、すべての人が安心して生きがいを持って暮らせるよう施策を充実していきます。 

性別役割分担に基づく働き方では、ひとり親家庭の女性は経済的な困窮、男性は子育てや家事への困難を抱えがち

となるため、男女共同参画の視点で適切な生活支援に取り組みます。 
 

 

基本方向 ６ 共に担う子育て・介護への支援 

基本方向 ７ さまざまな立場に配慮した環境の整備 

 

 

 

基本目標Ⅲ  すべての人が共に支えあう暮らしやすいまちづくり 

 

 
 

ＤＶやハラスメント、性暴力は基本的人権を侵害する行為です。これらの行為の背景には、男性優位の意識や経済

力の格差など社会的な構造があり、男女共同参画社会形成のための大きな課題です。ＤＶやデートＤＶの防止対策や

啓発活動、被害者支援の取組を、今後も充実させていきます。また、若年層を対象とした性暴力防止には性的人権意

識が基盤となるため、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ※の理解を深める啓発や年代に応じた性教育を進めます。 

 
 

 
基本方向 ３ 配偶者等に対する暴力防止対策の推進  【配偶者暴力防止法に基づく市の基本計画】 

基本方向 ４ 男女共同参画の視点に立ったあらゆる暴力の根絶 

基本方向 ５ 生涯を通じた男女の健康保持 

 

 

 

 基本目標Ⅱ  すべての人の人権が尊重される社会づくり 

パートナーからの暴力後の対応 
「相談しなかった」と答えた女性の割合 
 

R３ 現状        目標指標 

55.9％        35％未満 

 

 

住民自治の主体は市民であり、その半数を占める女性が活躍することは、行政、地域活動、企業活動等の現場に多

様な価値観や創意工夫をもたらし、社会全体の活力につながります。女性が政策決定の場や地域等の市民活動におけ

る方針決定の場に参画できるよう取組を充実するとともに、女性の政治参画への意識啓発や、家庭生活と両立ができ

るような環境整備を進めます。 
 

基本方向 ８ 市の政策・方針決定への女性の参画促進 

基本方向 ９ まちづくりにおける男女共同参画の促進 

基本方向 10 女性活躍の推進 【女性活躍推進法に基づく市の推進計画】 

基本方向 11 男女共同参画の視点に立った防災・災害復興施策の推進 

 

 

 

 基本目標Ⅳ  男女共同参画による活力あるまちづくり 

「男は仕事、女は家庭」 
同感する市民の割合 

 
R３ 現状        目標指標 

29.7％        25％未満 

「社会通念・慣習・しきたりなど」 
平等だと思う市民の割合 

 
R3 現状       目標指標 

8.1％        ２０％以上 

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ 
についての認知度 

 
R3 現状       目標指標 

15.0％        30％以上 

≪「男は仕事、女は家庭」 
という考え方について≫ 

≪暴力の経験≫ 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和３年） 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和３年） 

 

≪男性の育児休業取得を進めるために必要なこと≫ 上位6位 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和３年） 

 

受けたことが

ある

受けたことは

ない
パートナーが

いたことはない

無回答

24.5

28.4

18.7

60.0

57.3

64.0

9.6

9.6

10.0

5.8

4.7

7.4

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=1,361）

女 性

（N=806）

男 性

（N=541）

性
別

≪女性が地方議員になるために 
必要なこと≫ 上位6位 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和３年） 

 

取得しやすい職場の雰囲気づくり

解雇、降格、減給などの不利益な取り扱いが
ないこと

男性が家事や育児に参画することへの男性
自身の抵抗感をなくすための意識啓発

育休手当などの経済的支援

社会の中で男性による家事、子育てに
ついてもその評価を高める

仕事の負担軽減（労働時間の短縮や在宅勤
務の普及など多様な働き方の見直し）

71.1 

48.5 

41.0 

27.3 

26.1 

25.6 

70.8 

54.1 

42.9 

28.0 

25.1 

22.2 

72.1 

40.3 

38.3 

26.4 

27.7 

30.5 

0 40 80 （％）

全 体（Ｎ=1,361）

女 性（Ｎ=806）

男 性（Ｎ=541）

【回答は３つまで】

3.3

2.5

4.4

26.4

24.2

29.6

30.6

31.0

29.6

37.6

40.4

34.0

2.1

1.9

2.4

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=1,361）

女 性

（N=806）

男 性

（N=541）

性
別

同感する ある程度

同感する
あまり

同感しない

同感しない 無回答

「地域づくり活動への代表や 
役職への依頼」を引き受けると
答えた割合 
 
R3 現状       目標指標 

28.4％       40％以上 

※リプロダクティブ・ヘルス／ライツ・・・「性と生殖に関する健康と権利」のこと。子どもを産む、産まない、いつ、何人産むかを女性が自己決定する権利、 
女性の生涯にわたる健康の確立を目指すもの。第４回世界女性会議で女性の基本的人権と位置づけられた。 

議員活動と家庭生活（子育てや
介護等）との両立支援

家族の理解やサポート

政治は男性が行うものという
固定的な考え方の解消

女性自身の意欲

地域の理解やサポート

研修や勉強会等の女性候補者を
育成するための機会の充実

60.8

60.8

54.4

41.2

33.2

31.8

64.1

64.8

58.1

39.1

34.5

35.1

56.4

54.7

49.0

44.5

31.2

26.8

0 35 70 （％）

全 体（Ｎ=1,361）

女 性（Ｎ=806）

男 性（Ｎ=541）

【回答はいくつでも】


